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個人情報保護制度　～平成30年度の運用情報～

情報公開制度　～平成30年度の公開状況～

問い合合わせ　総務グループ（☎�１１３０）

▶情報公開条例に基づく公文書の公開請求・申し出など
実施機関の名称 公開の請求・

申し出件数
公開の請求・申し出の内訳

公開の請求件数 公開の申し出件数
市長 ３件 ３件 ０件

教育委員会 ２件 ２件 ０件
消防長 ３件 ３件 ０件
合計 ８件 ８件 ０件

▶請求・申し出に対する決定などの内容別件数
請求の内容 公　　開 一部公開 非 公 開 取り下げ 不存在など
公開の請求 ５件 １件 ０件 ０件 ２件
公開の申し出 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

合計 ５件 １件 ０件 ０件 ２件
※一部公開とは、特定の個人を識別できる情報などを除いて公開したものです。

▶個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求など
実施機関
の名称

個人情報の
請求件数

個人情報の請求の内訳
開示請求
件数

訂正請求
件数

取扱削除
請求件数

取扱中止
請求件数

市長 ２件 ２件 ０件 ０件 ０件

▶請求に対する決定などの内訳別件数

請求の内容
開示、訂正、
取扱削除また
は取扱中止　

請求の一部
に応じない

請求の全部
に応じない 不存在など

開示請求 ０件 ２件 ０件 ０件

情報公開条例による公文書の公開状況と
個人情報保護条例の運用状況を公表します

　皆さんの申し出により、市の
職員が職務上作成、または取得
した文書や図面などの公文書を
公開する制度です。
　『登別市情報公開条例』では、
公文書の公開を求める市民の権
利を明らかにするとともに、市
政に対する市民の理解と信頼を
深め、市民参加による開かれた
市政を一層推進し、公正で民主
的な市政の発展に役立てること
を定めています。

　皆さんの個人情報を保護する
とともに、自分の個人情報を閲
覧したり、誤りを訂正したりす
ることができる制度です。
　『登別市個人情報保護条例』
は、個人情報の開示などを請求
する市民の権利を保障するとと
もに、個人の権利利益の保護と
公正で民主的な市政の推進を図
り、基本的人権の擁護に役立て
ることを目的に定めています。

12 ２０１9．７月号 � 情報公開条例による公文書の公開状況と個人情報保護条例の運用状況を公表します


